
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
（
お
知
ら
せ
・
募
集
・
催
し
・
講
座
・
ス
ポ
ー
ツ
）

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
（
お
知
ら
せ
・
募
集
・
催
し
・
講
座
・
ス
ポ
ー
ツ
）

市
内
新
入
学
児
童
へ
の
傘
の
寄
贈

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

　

都
賀
町
在
住
の
中な
か
む
ら村
和か

ず
お男
様
よ

り
、
市
内
新
入
学
児
童
へ
の
傘
２
，

１
０
０
本
の
寄
贈
が
あ
り
ま
し
た
。

　
中
村
様
か
ら
は
、
平
成
25
年
度
よ

り
毎
年
、
入
学
祝
い
と
登
下
校
時
の

安
全
の
思
い
を
込
め
て
、
新
入
学
児

童
一
人
あ
た
り
２
本
の
傘
を
寄
贈
い

た
だ
い
て
い
ま
す
。
今
回
で
11
回
目

と
な
り
ま
す
。

問 

学
校
教
育
課　

  

☎
（21）
２
２
９
５

「
吾
一
か
ら
く
り
時
計
」
維
持
・

保
守
の
た
め
の
寄
附
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た

　
吾
一
か
ら
く
り
時
計
設
置
実
行
委

員
会
様
よ
り
、
20
万
円
の
寄
附
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　
「
吾
一
か
ら
く
り
時
計
」
は
、
市

の
玄
関
口
で
あ
る
栃
木
駅
に
「
栃
木

市
ら
し
い
も
の
」、「
栃
木
市
な
ら
で

は
の
も
の
」
が
ほ
し
い
と
願
う
有
志

の
皆
様
が
「
吾
一
か
ら
く
り
時
計
設

置
実
行
委
員
会
」
を
設
立
し
、
い
た

だ
い
た
寄
附
に
よ
っ
て
、
平
成
29
年

３
月
25
日
に
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
度
い
た
だ
い
た
寄
附
金
は
、

「
吾
一
か
ら
く
り
時
計
」
の
維
持
・

保
守
の
費
用
と
し
て
活
用
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

問 

観
光
振
興
課　

  

☎
（51）
１
６
８
７

学
童
保
育
へ
の
寄
附 

　
　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

　
い
す
ゞ
自
動
車
株
式
会
社
栃
木
工

場
様
よ
り
、
学
童
保
育
の
た
め
に
役

立
て
て
ほ
し
い
と
、
お
も
ち
ゃ
の
寄

附
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
い
た
だ
い
た
お
も
ち
ゃ
は
、
市
営

の
学
童
保
育
40
ク
ラ
ス
で
活
用
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

問 

子
育
て
総
務
課  

☎
（21）
２
２
２
３

授
乳
・
お
む
つ
替
え
用
テ
ン
ト
の

寄
贈
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

　
国
際
ソ
ロ
プ
チ
ミ
ス
ト
栃
木
様
よ

り
、
授
乳
・
お
む
つ
替
え
用
テ
ン
ト

２
張
り
の
寄
贈
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
い
た
だ
い
た
授
乳
・
お
む
つ
替
え

用
テ
ン
ト
は
、
子
育
て
世
代
の
方
々

に
快
適
に
観
光
を
楽
し
ん
で
い
た
だ

け
る
よ
う
、
イ
ベ
ン
ト
会
場
に
設
置

し
有
効
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

問 

観
光
振
興
課　

  

☎
（21）
２
８
５
１

５
月
12
日
は
民
生
委
員
児
童
委
員
の
日

　
市
で
は
、
３
８
５
名
の
民
生
委
員

児
童
委
員
お
よ
び
主
任
児
童
委
員
が

活
動
し
て
い
ま
す
。

　
地
域
に
寄
り
添
い
、
地
域
の
皆
さ

ん
の
よ
き
相
談
相
手
と
し
て
様
々
な

相
談
に
応
じ
、
行
政
や
適
切
な
支
援

サ
ー
ビ
ス
へ
の
「
つ
な
ぎ
役
」
と
し

て
活
動
を
し
て
い
ま
す
。
民
生
委
員

児
童
委
員
に
は
守
秘
義
務
（
民
生
委

員
法
第
15
条
）
が
あ
り
ま
す
の
で
、

相
談
内
容
や
個
人
情
報
は
守
ら
れ
ま

す
。
何
か
心
配
ご
と
が
あ
り
ま
し
た

ら
、
地
域
の
民
生
委
員
児
童
委
員
へ

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

こ
ん
な
時
は
ご
相
談
を　
子
ど
も
に

関
す
る
こ
と
（
妊
娠
、
子
育
て
、
虐

待
な
ど
）
／
高
齢
者
に
関
す
る
こ
と

（
介
護
、
看
護
等
）
／
障
が
い
児
・

障
が
い
者
に
関
す
る
こ
と
（
障
が
い

者
手
帳
の
交
付
等
）
／
そ
の
他
、
生

活
全
般
に
関
す
る
こ
と
（
健
康
、
医

療
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
、
生
活
費
等
）

問 

栃
木
市
民
生
委
員
児
童
委
員
協

議
会
連
合
会
（
福
祉
総
務
課
内
）

　
☎

（21）
２
２
０
１

栃
木
市
総
合
運
動
公
園
陸
上
競
技

場
の
ト
ラ
ッ
ク
を
改
修
し
ま
し
た

　
ニ
ッ
コ
ー
ク
リ
エ
ー
ト
ス
ポ
ー
ツ

フ
ィ
ー
ル
ド
と
ち
ぎ
（
栃
木
市
総
合

運
動
公
園
陸
上
競
技
場
）
に
つ
い

て
、
こ
の
た
び
独
立
行
政
法
人
日
本

ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
の
ス
ポ
ー

ツ
振
興
く
じ
（
ｔ
ｏ
ｔ
ｏ
）
助
成
金

を
活
用
し
て
、
老
朽
化
し
た
ト
ラ
ッ

ク
を
改
修
し
ま
し
た
。

問 

公
園
緑
地
課　

  

☎
（21）
２
４
１
３

耐
震
診
断
士
の
無
料
派
遣
と
木
造

住
宅
の
耐
震
補
助
制
度

　

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
で
は
、

住
宅
の
倒
壊
に
よ
り
多
く
の
尊
い
人

命
が
失
わ
れ
ま
し
た
。
地
震
の
被
害

を
最
小
限
に
抑
え
る
に
は
住
宅
の
耐

震
化
が
重
要
と
な
り
ま
す
。
木
造
住

宅
の
耐
震
化
促
進
の
た
め
の
制
度
を

ご
活
用
く
だ
さ
い
。

耐
震
診
断
士
派
遣
制
度

　
木
造
住
宅
の
所
有
者
が
耐
震
診
断

を
実
施
す
る
際
、
市
が
無
料
で
耐
震

診
断
士
を
派
遣
し
ま
す
。

耐
震
改
修
等
補
助
制
度

　
木
造
住
宅
の
耐
震
改
修
工
事
や
耐

震
建
替
え
工
事
に
要
す
る
費
用
の
一

部
を
助
成
し
ま
す
。

耐
震
改
修　
補
助
限
度
額
１
１
０
万

円（
耐
震
改
修
費
用
の
５
分
の
４
以
内
）

耐
震
建
替
え　

補
助
限
度
額

１
０
０
万
円
（
耐
震
改
修
費
用
相
当

分
の
５
分
の
４
以
内
）

対
象　
昭
和
56
年
５
月
以
前
に
建
て

ら
れ
た
、
賃
貸
を
目
的
と
し
て
い
な

い
木
造
２
階
建
て
以
下
の
住
宅
（
共

通
）。
令
和
６
年
２
月
ま
で
に
工
事

完
了
見
込
み
の
方
（
耐
震
改
修
・
建

替
え
）。
省
エ
ネ
基
準
に
適
合
し
て

い
る
住
宅
（
建
替
え
）。

そ
の
他　
補
助
金
の
交
付
決
定
前
に

契
約
を
行
っ
て
し
ま
う
と
補
助
の
対

象
と
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
記
載
内

容
以
外
に
も
条
件
が
あ
り
ま
す
の

で
、
申
請
前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問 

建
築
指
導
課　

  

☎
（21）
２
４
４
１

ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
撤
去
改
修
工
事
費

補
助
金
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
倒
壊
に
よ
る
被
害

を
防
止
す
る
た
め
、
道
路
に
面
す
る
危

険
な
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
撤
去
改
修
工
事

に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

補
助
制
度　
撤
去
改
修
に
要
す
る
費

用
ま
た
は
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
長
さ

（
ｍ
）
×
１
万
８
千
円
の
い
ず
れ
か

低
い
額
の
３
分
の
２

建
築
基
準
法
の
道
路　
補
助
限
度
額

15
万
円

通
学
路　
補
助
限
度
額
20
万
円

対
象　
建
築
基
準
法
の
道
路
及
び
小

学
校
の
通
学
路
に
面
す
る
、道
路
の
地

盤
面
か
ら
高
さ
80
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

を
超
え
る
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等（
補
強
コ
ン

ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
、組
積
造
の
塀
）

で
、安
全
基
準
に
適
合
し
な
い
塀
を
全

部
ま
た
は
一
部
を
撤
去
す
る
工
事

そ
の
他
　
補
助
金
の
交
付
決
定
前
に

契
約
ま
た
は
、
撤
去
改
修
を
行
っ
て

し
ま
う
と
補
助
の
対
象
と
な
り
ま
せ

ん
。
ま
た
、
記
載
内
容
以
外
に
も
条

件
が
あ
り
ま
す
の
で
、
申
請
前
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

問 

建
築
指
導
課　

  

☎
（21）
２
４
４
１

令
和
６
年
度
教
科
書
選
定
委
員

会
・
教
科
書
展
示
会

教
科
書
選
定
委
員
会

　
令
和
７
年
度
か
ら
使
用
す
る
中
学

校
用
教
科
用
図
書
お
よ
び
令
和
７
年

度
に
使
用
す
る
小
・
中
学
校
特
別
支

援
学
級
用
教
科
書
に
つ
い
て
、
本
市

の
児
童
生
徒
の
実
態
に
即
し
た
教
科

書
を
選
定
し
ま
す
。
※
傍
聴
自
由

日
時
お
よ
び
場
所　

第
１
回　
５
月
28
日
（
火
）
10
時
～

12
時　
吹
上
公
民
館

第
２
回　
７
月
８
日
（
月
）
10
時
～

15
時
30
分　
吹
上
公
民
館

第
３
回　
７
月
16
日
（
火
）
10
時
～

15
時
30
分　
国
府
公
民
館

教
科
書
展
示
会

　

令
和
６
年
度
に
使
用
し
て
い
る

小
・
中
学
校
用
教
科
書
、
小
・
中
学

校
特
別
支
援
学
級
用
教
科
書
（
令
和

７
年
度
用
の
見
本
本
も
含
む
）
の
展

示
会
を
開
催
し
ま
す
。
※
傍
聴
自
由

日
時　
６
月
７
日（
金
）～
27
日（
木
）

９
時
～
17
時　
※
土
日
も
閲
覧
可
能

場
所　
き
ら
ら
の
杜
と
ち
ぎ
蔵
の
街

楽
習
館（
栃
木
市
市
民
交
流
セ
ン
タ
ー
）

３
階 
教
科
書
セ
ン
タ
ー（
入
舟
町
）

問 

学
校
教
育
課　

  

☎
（21）
２
４
７
４

住民税均等割のみ課税世帯支援臨時給付金

　国の令和５年度低所得世帯への支援として、住民
税均等割のみ課税世帯へ、１世帯あたり10万円が給
付されます。

支給対象者　令和５年12月１日において、本市の住
民基本台帳に登録されている世帯であって、住民税
均等割のみが課税されている世帯の世帯主の方が対
象です。ただし、次の場合に該当する世帯等は対象
となりません。
　１．住民税均等割が課税されている者の扶養親族等
　　　のみで構成される世帯
　２．世帯の中に、住民税所得割が課税となる所得が
　　　あるのに未申告である方がいる場合
　３．既に他市区町村で給付を受けている場合
※対象となる方には、支給要件確認書を４月上旬頃
にお手元に届くように発送しております。
必要書類　
　１．市から通知した支給要件確認書【必須】
　２．振り込みを希望する金融機関等の通帳のコピー
　３．代理人および本人確認書類の写し
　※２、３は支給要件確認書にあらかじめ記載されて
　　いる口座に振込を希望される場合は不要
申請方法　６月28日（金）までに支給要件確認書に
同封した返信用封筒に必要書類を入れ、総合政策課
まで返信してください。

問 臨時給付金コールセンター  ☎（２１）２４１６
　　　　《月曜～金曜の９時～ 17 時（祝日を除く）》

低所得子育て世帯支援こども加算臨時給付金

　国の令和５年度低所得子育て世帯への支援として、
次の対象者の要件を満たす世帯の世帯主の方に対し、
18歳以下の子１人当たり５万円が給付されます。
支給対象者　令和５年12月１日において、本市の住
民基本台帳に登録されている世帯であって、18歳以
下の子（平成17年４月２日から令和６年８月31日
までに出生する子）を有する、世帯全員が令和５年
度住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世
帯の世帯主の方が対象です。ただし、次の場合に該
当する世帯等は対象となりません。
　１．住民税均等割が課税されている者の扶養親族等
　　　のみで構成される世帯
　２．世帯の中に、住民税所得割が課税となる所得が
　　　あるのに未申告である方がいる場合
　３．既に他市区町村で給付を受けている場合
※３月下旬の時点で確認できた対象者には、支給要件
確認書を４月上旬頃に届くように発送しております。
その後対象となる世帯に新生児が誕生したことが確認
できた場合、順次、支給要件確認書を発送します。
必要書類　
　１．市から通知した支給要件確認書【必須】
　２．振り込みを希望する金融機関等の通帳のコピー
　３．代理人および本人確認書類の写し
　※２、３は支給要件確認書にあらかじめ記載されて
　　いる口座に振込を希望される場合は不要
申請方法　９月17日（火）までに支給要件確認書に
同封した返信用封筒に必要書類を入れ、総合政策課
まで返信してください。

問 臨時給付金コールセンター  ☎（２１）２４１６
　　　　　《月曜～金曜の９時～ 17 時（祝日を除く）》
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